
再発防止策について

①庁内隅々までの法令等遵守意識の浸透

証券取引等監視委員会と協力のインサイダー取引規制に 化した研修を■

上創設。

全職員に実施（年明け及び毎年夏） 。

同研修の際、全職員は、法令等遵守の誓約書を提出。

職員の着任時見制違反のリスクがある‐ 管理職はインサイダー取引■

に、株式等取引の状況を把握(クリアランス』し、法令等の遵守を指導。
更に、当該管理職は、毎年冬に、職員の株式等取引の状況の報告を受
け、必要な指導を行う。

個々の状況に応じた員一人一人の身上を丁寧に把握し、全管理職は、 、■

法令等遵守の指導を行う。

･法令や内規への違反の未然防止のため、違反の疑いがある行息を目や耳

にしたら専用窓口に相鐘するよう全職員に促す。

②TOB審査担当者等による株取引禁止

庄任中の個別株の取引を原則禁止 し、やむを得ない理･担当者について、

由による取引は事前承認（内規改正） 。

③採用時・出向者受入時の確認の強化

采用候補者や出向予定者に対して、事前に面接のうえ、インサイダー取■

引規制をはじめとする法令や内規を個別に説明。採用・受入後も改めて
実施し、その際、対象者は法令等遵守の誓約書を提出。

の上、金融庁の業務特性を出向予定者の適 罐認･"向元に対して、

毘請法令等の遵守を出向予定者にめるよう踏まえ、 ◎

④PDCAの実践

し、所要の改善を実施。①から③の実施状況を年1回確認■


